
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定

　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
次
の
と
お
り
保
険

医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た
の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に

保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
の

規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

月

北
海
道
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
ノ
田
　
昌
博

日

年

令
和

公示

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

西
野
バ
︱
ド
リ
︱
フ
診
療
所

札
幌
市
西
区
西
野
五
条
六
丁
目
九
︱
一
三

令
和
　
　
八
年
　
五
月
　
　
一
日

札
幌
清
田
心
臓
リ
ハ
ク
リ
ニ
ッ
ク

札
幌
市
清
田
区
清
田
一
条
四
丁
目
一
番
四
五
号
Ｒ

四
Ｔ
Ｍ
ビ
ル
　
一
〇
〇
一
号

令
和
　
　
八
年
　
五
月
　
　
一
日

リ
ア
ン
ク
リ
ニ
ッ
ク

札
幌
市
豊
平
区
美
園
五
条
二
丁
目
二
︱
一
八

令
和
　
　
八
年
　
五
月
　
　
一
日

咲
く
ら
ク
リ
ニ
ッ
ク
　
札
幌
院
　

札
幌
市
中
央
区
北
四
条
西
二
丁
目
一
番
地
一
八
邦

洋
札
幌
Ｎ
四
・
二
ビ
ル
五
階

令
和
　
　
八
年
　
五
月
　
　
一
日

中
川
胃
腸
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

札
幌
市
中
央
区
南
一
条
東
一
丁
目
大
通
バ
ス
セ
ン

タ
︱
ビ
ル
八
Ｆ

令
和
　
　
八
年
　
四
月
　
　
一
日

大
通
り
ひ
つ
じ
の
お
う
ち
ク
リ
ニ
ッ
ク

札
幌
市
中
央
区
南
一
条
西
一
一
丁
目
一
番
地
コ
ン

チ
ネ
ン
タ
ル
ビ
ル
九
階

令
和
　
　
八
年
　
五
月
　
　
一
日

医
療
法
人
社
団
鳳
應
会
Ｆ
Ｒ
Ａ
Ｉ
Ｓ
Ｅ
　
Ｃ
Ｌ
Ｉ
Ｎ

Ｉ
Ｃ
　

札
幌
市
中
央
区
北
五
条
西
二
六
丁
目
一
番
Ｖ
Ｅ
Ｎ

　
Ｈ
ｏ
ｌ
ｄ
ｉ
ｎ
ｇ
ｓ
　
ｂ
ｌ
ｄ
ｇ
二
〇
二

令
和
　
　
八
年
　
五
月
　
　
一
日

さ
っ
ぽ
ろ
東
苗
穂
眼
科

札
幌
市
東
区
東
苗
穂
二
条
三
丁
目
一
︱
一
　
イ
オ

ン
モ
︱
ル
札
幌
苗
穂
二
階

令
和
　
　
八
年
　
五
月
　
　
一
日

八 

五 

一 



名　
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所　

在　

地　

指

定

年

月

日

称　

所　

名　

地　

在　

形
成
外
科
は
や
し
ク
リ
ニ
ッ
ク

江
別
市
大
麻
ひ
か
り
町
三
二
︱
一
大
麻
メ
デ
ィ
カ

ル
モ
︱
ル

令
和
　
　
八
年
　
五
月
　
　
一
日

き
た
む
ら
皮
膚
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

千
歳
市
あ
ず
さ
五
丁
目
二
番
五
号

令
和
　
　
八
年
　
五
月
　
　
一
日

七
飯
脳
神
経
ク
リ
ニ
ッ
ク

亀
田
郡
七
飯
町
本
町
五
丁
目
四
番
一
二
号

令
和
　
　
八
年
　
三
月
三
十
一
日

大
前
眼
科

旭
川
市
永
山
九
条
五
丁
目
三
番
一
六
号

令
和
　
　
八
年
　
五
月
　
　
一
日

東
光
ク
リ
ニ
ッ
ク

旭
川
市
東
光
九
条
三
丁
目
一
番
一
四
号

令
和
　
　
八
年
　
四
月
　
　
一
日

西
お
び
ひ
ろ
脳
神
経
ク
リ
ニ
ッ
ク

帯
広
市
西
二
〇
条
南
二
丁
目
三
三
番
七
号

令
和
　
　
八
年
　
五
月
　
　
一
日

み
せ
き
内
科
消
化
器
ク
リ
ニ
ッ
ク

帯
広
市
西
八
条
南
二
八
丁
目
二
七
︱
一

令
和
　
　
八
年
　
五
月
　
　
一
日

サ
ン
タ
さ
ん
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク

帯
広
市
西
一
八
条
南
四
丁
目
六
番
三
号

令
和
　
　
八
年
　
五
月
　
　
一
日

お
び
ひ
ろ
メ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

帯
広
市
西
二
条
南
一
一
丁
目
一
六
番
地
一
第
三
エ

︱
ワ
ン
ビ
ル
四
Ｆ

令
和
　
　
八
年
　
四
月
　
　
一
日



保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定

　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
次
の
と
お
り
保
険

医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た
の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に

保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
の

規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

月

北
海
道
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
ノ
田
　
昌
博

日

年

令
和

公示

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

医
療
法
人
社
団
　
ク
ロ
︱
バ
︱
歯
科

札
幌
市
北
区
北
二
五
条
西
四
丁
目
三
番
七
号

令
和
　
　
八
年
　
四
月
　
　
一
日

セ
オ
リ
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

札
幌
市
北
区
太
平
七
条
四
丁
目
三
番
一
号

令
和
　
　
八
年
　
五
月
　
　
一
日

医
療
法
人
社
団
斎
藤
会
さ
い
と
う
歯
科

札
幌
市
西
区
宮
の
沢
二
条
二
丁
目
四
番
七
号

令
和
　
　
八
年
　
五
月
　
　
一
日

よ
こ
や
ま
歯
科
・
こ
ど
も
歯
科

札
幌
市
厚
別
区
も
み
じ
台
南
六
丁
目
一
番
四

令
和
　
　
八
年
　
五
月
　
　
一
日

医
療
法
人
社
団
恒
心
会
歯
科
春
採
ク
リ
ニ
ッ
ク

釧
路
市
春
採
七
丁
目
二
五
番
五
号

令
和
　
　
八
年
　
五
月
　
　
一
日

よ
ね
ざ
わ
歯
科

帯
広
市
西
八
条
南
二
七
丁
目
一
番
地
一

令
和
　
　
八
年
　
五
月
　
　
一
日

き
た
は
ら
歯
科
医
院

網
走
市
駒
場
南
一
丁
目
一
︱
二
六

令
和
　
　
八
年
　
四
月
　
　
一
日

八 

五 

一 



保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定

　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
次
の
と
お
り
保
険

医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た
の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に

保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
の

規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

月

北
海
道
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
ノ
田
　
昌
博

日

年

令
和

公示

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

み
ら
く
る
薬
局
　
大
麻
店

江
別
市
大
麻
ひ
か
り
町
三
二
︱
一

令
和
　
　
八
年
　
四
月
　
　
一
日

エ
リ
ム
薬
局
　
南
１
０
条
店

札
幌
市
中
央
区
南
一
〇
条
西
一
五
丁
目
二
︱
一

令
和
　
　
八
年
　
五
月
二
十
五
日

ア
イ
ン
薬
局
北
１
１
条
店

札
幌
市
東
区
北
一
一
条
東
二
丁
目
一
番
一
五
号

令
和
　
　
八
年
　
五
月
　
　
一
日

イ
チ
フ
ジ
薬
局
・
手
稲
店

札
幌
市
手
稲
区
手
稲
本
町
二
条
四
丁
目
五
番
一
号

手
稲
本
町
二
・
四
ビ
ル
一
階

令
和
　
　
八
年
　
五
月
　
　
一
日

加
藤
薬
局
　
南
店

帯
広
市
西
八
条
南
二
八
丁
目
九
番
一

令
和
　
　
八
年
　
五
月
　
　
三
日

小
竹
調
剤
薬
局

枝
幸
郡
枝
幸
町
北
栄
町
一
四
七
四

令
和
　
　
八
年
　
五
月
　
　
一
日

ひ
ら
ぎ
し
薬
局

赤
平
市
平
岸
新
光
町
一
丁
目
四
番
地
二

令
和
　
　
八
年
　
五
月
　
　
一
日

八 

五 

一 


